
新型コロナウイルス感染症の指定感染症等への指定について

指定感染症： 既に知られている感染性の疾病（一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、感染症法上の規定の全
部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの（感染症法第６条）

検疫感染症：国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
（検疫法第２条第３号）

これまでの対策 指定感染症、検疫感染症に指定した場合、
実施可能となる措置

国
内
対
策

（１）診療
地方自治体や医療機関に対し、武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症し
て医療機関を受診した患者については、新型コロナウイルス感染症を念頭に
おいた診療を行うよう依頼。

（２）報告・検査
医療機関において原因不明の肺炎患者を診察した場合に保健所に報告の上、
国立感染症研究所で検査を行う制度（疑似症サーベイランス）の運用

（３）濃厚接触者の把握
国内で確認された感染者１名の濃厚接触者を特定し、健康状態の確認を実施

検
疫

（１）発熱の確認（サーモグラフィ）
（２）自己申告の呼びかけ 質問、診察・検査、消毒等が可能となる。

（隔離・停留はできない。）

患者の医療費については、自己負担であり、協力が得られにくいこと
がある。（入院を拒否される可能性も）

協力ベースであり、医師の義務ではない。

法律に基づくものではないため、患者の協力が得られにくいことがある。

① 患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供

② 医師による迅速な届出による患者の把握

③ 患者発生時の積極的疫学調査（接触者調査）

協力ベースであり、協力が得られにくいことがある。

○ 令和２年１月に問題となっている新型コロナウイルスについて、感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく
検疫感染症に指定する。
【政令制定・改正】 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

検疫法施行令の一部を改正する政令
（※）令和２年１月28日公布（公布の日から起算して10日を経過した日（２月７日）から施行）
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